
　市道民税の1期・ 2期、固定資産税・都市
計画税の 1期～ 3期、軽自動車税の納期が
過ぎましたが、納め忘れはありませんか？
　納税通知書をもう一度お確かめください。
納税相談　税務室納税担当　☎21-3246
便利な口座振替・自動払込をご利用ください
　納税通知書・預貯金通帳・通帳の届出印
鑑をお持ちのうえ、口座をお持ちの金融機
関または市役所・各支所の窓口へお申込み
ください。

くらし安心110番 ☎21-3110
　相談受付　平日　 8：45～17：30（市役所 1階）

借金問題専用
相談ダイヤル ☎21-3160
　面　　談　平日　 9：00～16：00（市役所 1階）

市民特別
相談受付 ☎21-3136
　予約受付　平日　 8：45～17：30（市役所 1階）

消費生活センター
（棒二森屋6階） ☎26-4646
　相談受付　月～土　10：00～16：00　　　　　
　　　　　 日・祝　11：00～16：00

保険料の納期限保険料の納期限
12/

2月

●国民健康保険料（第6期）
●後期高齢者医療保険料（第5期）
●介護保険料（第8期）

国保・後期高齢者医療保険料
夜間納付相談窓口

日　　時　11月14日㈭・28日㈭
　　　　　17：30 ～ 20：00

お問合せ　国保年金課　☎21-3153

市税の納め忘れは
ありませんか？

さぁひゃくとうばん

さ い む ゼ ロ

要予約

※費用の記載がない場合は無料
※申込み方法のないものは直接会場へ

新
入
学
児
童
の
保
護
者
の
方
へ

入
学
指
定
書

　

10
月
中
旬
に
「
入
学
指
定
書
」

を
対
象
家
庭
へ
送
付
し
ま
し
た
。

届
い
て
い
な
い
方
や
、
保
護
者
名

等
の
記
載
事
項
が
実
際
と
異
な
っ

て
い
る
場
合
な
ど
不
明
な
点
は
、

学
務
課
（
☎
21
・
3
5
5
3
）
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 　

東
日
本
大
震
災
の
影
響
等
で

市
外
か
ら
住
所
を
移
さ
ず
に
函

館
市
へ
避
難
し
た
方
で
、
新
入

学
児
童
が
い
る
場
合
、
学
務
課

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

就
学
時
健
康
診
断

　

適
正
な
就
学
の
た
め
、
お
子
さ

ん
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
専
門
医

が
指
導
・
助
言
し
ま
す
。

　

保
護
者
の
方
へ
入
学
指
定
書
と

一
緒
に
、
日
時
と
会
場
を
指
定
し

た
案
内
書
と
健
康
調
査
票
を
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
こ
と
は
、
保
健
給
食
課

（
☎
21
・
3
5
4
7
）
に
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

家
庭
と
仕
事
の
両
立
を
サ
ポ
ー
ト

「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館

 

マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
」

　

子
ど
も
連
れ
で
も
安
心
し
て
就

職
活
動
の
相
談
が
で
き
る
よ
う
、

子
ど
も
用
イ
ス
、
お
も
ち
ゃ
、
絵

本
等
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

利 

用
時
間　

平
日
午
前
8
時
半
〜

午
後
5
時

　

※　

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

場
所　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館

　
　
　

☎
26
・
0
7
8
7

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
の
控
除
証
明
書
の
送
付

　

25
年
中
に
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
方
に
は
、
日
本
年
金
機

構
が
11
月
上
旬
ま
で
に
控
除
証
明

書
を
送
付
し
ま
す
。（
9
月
30
日

納
付
分
ま
で
）

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

は
控
除
証
明
書
や
領
収
書
の
添
付

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
10
月
1
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
に
今
年
は
じ
め
て
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
方
に
は
、

2
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

お
問
合
せ　

専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
0
5
7
0
・
0
7
0
・
1
1
7

国
民
健
康
保
険
の
脱
退
手
続
き

　

国
民
健
康
保
険
か
ら
社
会
保
険

な
ど
他
の
保
険
に
加
入
し
た
方

や
、
そ
の
被
扶
養
者
と
な
っ
た
場

合
な
ど
は
、
国
民
健
康
保
険
の
脱

退
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

他
の
保
険
に
加
入
し
た
方
全
員

の
保
険
証
と
国
民
健
康
保
険
証
、

届
け
出
さ
れ
る
方
の
印
鑑
を
お
持

ち
の
う
え
、
市
役
所
ま
た
は
各
支

所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ　

国
保
年
金
課

　
　
　
　
　

☎
21
・
3
1
5
0

障
が
い
者
見
舞
金
の
支
給

　

10
月
1
日
現
在
、
市
内
に
居
住

す
る
身
体
障
が
い
児
・
者
（
1
〜

3
級
）、
知
的
障
が
い
児
・
者
（
重

度
・
中
度
）
の
方
に
、
見
舞
金
の

申
請
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

支
給
時
期　

12
月
下
旬
（
予
定
）

支 

給
要
件　

▽
全
て
の
公
的
年
金

ま
た
は
障
が
い
を
事
由
と
す
る

手
当
等
を
受
給
し
て
い
な
い
方

▽
給
与
・
事
業
所
得
等
の
な
い

方
▽
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い

な
い
方

※ 　

要
件
等
の
詳
し
い
内
容
は
、

障
が
い
保
健
福
祉
課
（
☎
21
・

3
2
6
3
5
27
・
2
7
7
0
）

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

社
会
福
祉
法
人
の

運
営
に
関
す
る
情
報
を
開
示

　

市
が
所
管
す
る
社
会
福
祉
法
人

の
貸
借
対
照
表
と
資
金
収
支
計
算

書
を
、
24
年
度
決
算
分
か
ら
、
指

導
監
査
課
執
務
室
内
お
よ
び
市
の

H
P
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

お
問
合
せ　

指
導
監
査
課

　
　
　
　
　

☎
21
・
3
2
6
2
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会　　　　場 月日(曜日) 受付時間 特定
健診 胃がん

総 合 保 健 セ ン タ ー
（祝日を除く）

毎週月曜日 13：00～15：00 ○

毎週水曜日 8：30～10：30 ○ ○

毎週金曜日 8：30～10：30 ○ ※

11月24日㈰ 8：30～10：30 ○ ○

医師会健診検査センター
（湯川町3-38-41）

11月 2 日㈯ 8：30～10：30 ○ ○

11月19日㈫ 17：30～19：00 ○

湯 浜 町 会 館 11月 5 日㈫ 14：00～15：30 ○

銭 亀 沢 漁 協 11月 8 日㈮ 14：00～14：40 ○

函 館 自 由 市 場 11月12日㈫ 14：00～15：00 ○

根 崎 生 活 館 11月14日㈭ 14：00～14：40 ○

人 見 町 会 館 11月18日㈪ 7：00～10：30 ○

東 富 岡 町 会 館 11月19日㈫ 7：00～10：30 ○

亀 田 支 所 11月20日㈬ 7：00～10：30 ○

湯 川 支 所 11月21日㈭ 7：00～ 9：00 ○ ○

※11月29日㈮には、胃がん検診も実施します。

25
年
度
自
衛
官
等
募
集

募 

集
職
種　

▽
陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒
（
一
般
、推
薦
）

受 
験
資
格　

中
卒
（
見
込
含
む
）

以
上
で
17
歳
未
満
の
男
子

受 

付
期
間　

▽
一
般　

11
月
1
日

㈮
〜
1
月
10
日
㈮
▽
推
薦　

11

月
1
日
㈮
〜
12
月
6
日
㈮

お 

問
合
せ　

自
衛
隊
函
館
地
方
協

力
本
部
☎
53
・
6
2
4
1

道
立
函
館
高
等
技
術
専
門
学
院

 

26
年
度
訓
練
生
募
集

募 

集
科
目　

機
械
技
術
科
、
シ
ス

テ
ム
制
御
技
術
科
、
自
動
車
整

備
科
、
建
築
技
術
科

定
員　

各
20
人

応 

募
資
格　

高
卒
者
（
26
年
3
月

卒
業
見
込
含
む
）
等

出 

願
期
間　

11
月
21
日
㈭
〜

　
　
　
　
　

12
月
15
日
㈰

試 

験
日　

12
月
20
日
㈮

お 

問
合
せ　

同
学
院

　
　
　
　
　

☎
47
・
1
1
2
1

道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

 

26
年
度
入
校
生
募
集

訓
練
期
間　

1
年
ま
た
は
2
年

願
書
受
付　
11
月
1
日
㈮
〜
20
日
㈬

お 

問
合
せ　

同
校
（
☎
0
1
2
5
・

　

52
・
2
7
7
4
5
0
1
2
5
・

　

 

52
・
9
1
7
7
）
、
ま
た
は

公
共
職
業
安
定
所
へ
。

 

健
康

特
定
健
康
診
査

　

受
診
の
際
は
、
受
診
券
と
健
康

保
険
証
を
持
参
く
だ
さ
い
。

対 

象　

函
館
市
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
、
25
年
度
中
に
40
歳
に

な
る
方
か
ら
74
歳
ま
で
の
方

※ 　

4
月
2
日
以
降
に
国
保
に
加

入
し
受
診
を
希
望
す
る
方
は
、

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※ 　

受
診
日
当
日
に
国
保
の
資
格

が
な
い
と
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

個 

別
健
診　

市
が
指
定
す
る
医
療

機
関
で
受
診
で
き
ま
す
。

集 

団
健
診　

下
表
参
照

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

　

同
様
の
健
診
を
受
診
で
き
ま

す
。
新
規
加
入
者
に
は
加
入
月
の

翌
月
下
旬
に
受
診
券
を
送
付
し
ま

す
。

お
問
合
せ　

国
保
年
金
課

　
　
　
　
　

☎
32
・
2
2
1
5

胃
が
ん
集
団
検
診
《
予
約
制
》

対
象　

35
歳
以
上
の
市
民

料
金　

1
0
0
0
円

※　

人
数
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

■ 

保
険
証
の
提
示
等
で
無
料
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
問
合
せ　

健
康
増
進
課

　
　
　
　
　

☎
32
・
1
5
3
2

　

お
知
ら
せ

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の

対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
す

　

26
年
1
月
か
ら
事
業
・
不
動
産
・

山
林
所
得
を
生
ず
る
業
務
を
行
う

全
て
の
方
の
記
帳
と
帳
簿
書
類
の

保
存
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
申
告
が
必
要
な
い
方
も
こ
の

制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
国
税
庁
H
P

ま
た
は
函
館
税
務
署
（
☎
31
・

3
1
7
1
自
動
音
声
「
2
」
を
選

択
）
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税

家
屋
の
取
り
壊
し

　

25
年
中
に
取
り
壊
し
た
家
屋

は
、
市
が
現
地
を
確
認
し
た
後
、

26
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
お
よ
び

都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 　

函
館
地
方
法
務
局
に
滅
失
登

記
済
の
方
は
連
絡
不
要
で
す
。

家
屋
の
改
修
に
伴
う
減
額

　

耐
震
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
、
省
エ

ネ
の
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
要
件
を
み
た
す

と
、
固
定
資
産
税
額
が
減
額
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※ 　

工
事
後
3
カ
月
以
内
に
減
額

申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

お 

問
合
せ　

税
務
室
資
産
税
担
当

　
　
　
　
　

☎
21
・
3
2
2
5

健

康

健

康

健

康

健

康

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
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kouhou
新規スタンプ

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shimin/kokuho/kokuho006.htm
kouhou
新規スタンプ

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/hokensyo/zoushin/cancer/cancer.htm



